
分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

2106.90  24.    咳止めシロップ。本品は、アルコール分が１．８％の水溶液で、１００

ミリリットル（１３０グラム）の容器入りにしたものである。本品は、

はちみつ、植物性チンキ、グルコースシロップ、還元糖シロップ、チェ

リーの芳香、ローズオイル、安息香酸ナトリウム及び純水から成る。ラ

ベルによれば、本品は、呼吸カタル症及び気管支粘液分泌の障害に対し

使用することが薦められている。しかしながら、活性医療成分は、臨床

上、治療用又は予防用効果が証明されるには十分ではない。 

 

通則 1（第 30 類注１（a））及び 6を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

3926.90  9.    写真アルバム。本品は、寸法約１４センチメートルＸ１７．５センチ

メートルＸ８センチメートルであり、模造スエードで被覆した繊維版で

作られた裏表紙を有し、模造スエードで被覆された板紙に糊付けされた

ガラス製の保護窓付きの木製の写真立てからなる表紙を有している。表

紙の内側は、写真立てに写真を入れることが可能となるよう開口部を有

する。アルバムは、写真を入れる５０枚のポケットを有する。これらの

ポケットは、表紙を止めるプラスチックの２個のネジによってアルバム

の背表紙に取り付けられている。 
 

通則３（ｂ）を適用 
 
3926.90  10.    写真アルバム。本品は、寸法約１６センチメートルＸ１８．５センチ

メートルＸ６．５センチメートルであり、模造スエードで被覆した繊維

版で作られた裏表紙を有し、模造スエードで被覆された板紙に糊付けさ

れたガラス製の保護窓付きの金属製の写真立てからなる表紙を有してい

る。表紙の内側は、写真立てに写真を入れることが可能となるよう開口

部を有する。アルバムは、写真を入れる５０枚のポケットを有する。こ

れらのポケットは、表紙を止めるプラスチックの２個のネジによってア

ルバムの背表紙に取り付けられている。 
 

通則３（ｂ）を適用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際分類例規改正（案） 
新 旧 

4418.30 3. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 10 ミリメートル、幅 70

ミリメートル、長さ 600 ミリメートル） 

       本品は、表板が厚さ４ミリメートルのメルバウ（Merbau）の単板のストリ

ップで、製品に柔軟性を与えるために長さ方向に約 4センチメートルごとに

垂直なスリットが入った木材の１層の支持体上に接着されている。裏板は、

表板の木目に沿って重ねられている。パネルは、縁及び端に凸縁加工及び溝

付けされている。表板にはワニスが塗られている。 

 

       通則 1 及び 6を適用 

 

4418.30 4. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 14 ミリメートル、幅 210

ミリメートル、長さ 2,190 ミリメートル） 

       本品は、木材の２層の支持体の上に、厚さ４ミリメートルのオークの単板

の表板から成る。表板は、２列のストリップを組み合わせたものであり、心

板（厚さ 8～9ミリメートル）は、表板及び裏板の木目に沿って重ねられて

いる。パネルは、縁に沿って凸縁加工及び溝付け加工されている。表板には

ワニスが塗られている。 

 

       通則 1 及び 6を適用 

 

4418.30 5. 多層の寄せ木フローリングパネル（全体の厚さ 14 ミリメートル、幅 145

ミリメートル、長さ各種） 

       本品は、木材の２層の支持体の上に、厚さ４ミリメートルのビーチの単板

の表板から成る。表板は、２列のストリップを組み合わせたものであり、心

板（厚さ約７ミリメートル）は、表板及び裏板の木目に沿って重ねられてい

る木材のストリップであり、裏板は２列のストリップを組み合わせたもので

ある。パネルは、縁に沿って凸縁加工及び溝付け加工されている。表板には

ワニスが塗られている。 

 

通則 1 及び 6を適用 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

 

 

 

 

 

 

 



国際分類例規改正（案） 
新 旧 

6405.20 1. 履物 

本品は、甲が紡織用繊維製であり、本底はゴム製で、多くの部分がゴムの

中に部分的に埋め込まれた紡織用繊維のフロックで覆われている。この紡織

用繊維は、地面に接する本底の約 52 パーセントを覆うのに対し、48 パーセ

ントはゴムにより覆われている。 

 

通則 1（第 64 類注 4(b)）及び 6 を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 規） 

 

ゴム ゴム

境界 

境界

ゴムの中に部
分的に埋め込
まれた紡織用
繊維のフロッ
ク 

ゴムの中に部
分的に埋め込
まれた紡織用
繊維のフロッ
ク 

 



分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

8533.29  1.    ポリメリック正温度係数（PTC：Positive Temperature Coefficient）サ

ーミスター回路保護器は、伝導性高分子構造を有し、温度上昇に伴い電気

抵抗が増大するよう働く装置である。PTC 効果は、（シリコンベースの）半

導体集積回路のような繊細な電子製品を保護するため、「細流」だけが流

れるよう電流を制限するものである。サーミスターは、電流を制限するが、

回路を遮断するものではない。 

設計された「トリップ」（trip）ポイントまで温度が下がると、本品の

抵抗はもとの状態に戻る。本品は、2つの主な用途がある。これらは連結し

て配置され、過電流防止装置として又は設定温度を超えた際にダメージか

ら繊細な電気部品を保護するための温度センサーとして使用される。これ

らの装置は、一般的な名称として、しばしば「リセッタブル（resettable）

ヒューズ」と呼ばれるが、技術的にはヒューズではなく、非直線サーミス

ターである。 

 

通則 3（a）及び 6 を適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

9503.90  3.    2 個のがん具の指輪及びパック入りのキャンディが入っている、卵型の

プラスチック製品。これは、長さ約 55mm、直径約 40mm のものである。端同

士がぴったりと合う、分離可能な 2つのケースから成る容器の内部に、装

飾を有する 2個のプラスチック製のがん具の指輪及びキャンディの小さな

ドロップがはいったプラスチック袋が同封されている。 

 

通則 1 及び 6を適用 

 

キャンディは第 17.04 項（第 1704.90 号）に分離して分類する。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

         4.    長いキャンディ容器付きのがん具の風車。1つのタイプは、プラスチッ

ク製のがん具の風車（直径 70mm）から成る。この風車は、キャンディの小

さなドロップを内包する、透明な硬質プラスチック製の柄（長さ 190mm、直

径 7mm）の蓋を形成している。別のタイプは、1つの柄に、3つのがん具の

プラスチック製風車（直径 70mm）が連なって取り付けられたものである。

これらの風車は、透明な硬質プラスチック製の柄（長さ 140mm、直径 10mm）

の蓋部を構成しており、その内部には、キャンディの小さなドロップを内

包している。 

 

        通則 1 及び 6 を適用 

 

        キャンディは第 17.04 項（第 1704.90 号）に分離して分類する。 

 

                     

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



分類例規（第 1編）改正（案） 
新 旧 

 

9504.90  1.    両面に印刷を施した、銀色の金属製のディスク。一方の面には架空のキ

ャラクターの絵を有している。他方の面には商標がある。また、各ディス

クには、複数の架空のキャラクターから成るコレクションの続き札を示す

ための番号が付いている。 

収集品としてのディスクは、特定の銘柄の売上げを促進するための、販

売促進用の製品として使用されているが、ゲームを行えるよう設計されて

いる。 

 

          通則 1 及び 6 を適用 

 

              

 

 

 

 

（ 新 規 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




